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地方分権改革の実現に向けた要求 

政府は、「地域のことは地域に住む住民が決める『地域主権』への転換」を政策
の大きな柱に掲げ、国と地方の関係を抜本的に見直し、政治主導で新しい国のか
たちを創るとしている。 

地域の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力ある国家を築くためには、地方
分権改革の着実な推進が不可欠である。 

そこで、本日、九都県市首脳会議は、政府に対し、首相の強いリーダーシップ
のもと、これまで積み重ねてきた議論を踏まえ、真の分権型社会の構築に向け、
迅速かつ全力で取り組み、大胆な改革を断行するよう、以下の事項を強く要求す
る。 
 また、我々も当事者として、強力に改革を推進していく決意で臨むものである。 

Ⅰ 真の分権型社会の実現 

   国と地方の役割分担の適正化や、地方の自由度の拡大の観点から、次の改革を
徹底して行うこと。 

（１）役割分担の徹底した見直しと権限移譲の推進 
「国の権限や財源を精査し、地方への大胆な移譲を進める」という政府の

基本方針に則り、国と地方の役割分担の徹底した見直しを行い、事務・権限
の地方への大幅な移譲を進めること。 

（２）更なる義務付け・枠付け等の見直し 
① 地方自治体が住民ニーズに対応した行政サービスを展開できるようにす
るため、国による関与、義務付け・枠付けについては、早期に、廃止を基
本とした更なる見直しを徹底するとともに、地方自治体の条例制定権を拡
大すること。 

    なお、見直しを行う際は、地方の意見を十分踏まえ、自治体の裁量の余
地の乏しい「従うべき基準」の設定は原則行わないこと。 

  ② 国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与については、
国民の権利利益を迅速かつ公正に救済する仕組みにも配慮した上で、地方分
権の視点から見直すこと。 

（３）国の出先機関の原則廃止 
 国の出先機関の事務・権限については、必要性を十分精査した上で、原則
として都道府県・指定都市へ移管するとともに、出先機関については廃止・
縮小する方向で抜本的に見直すこと。その際、事務事業に必要な税財源等を
一体的に移譲するとともに、人員の移管については、地方と十分に協議を行
うこと。 
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（４）直轄国道等の地方移管 
   直轄国道や一級河川については、これまで地方分権改革推進委員会の勧告

に則って国と地方が行ってきた個別協議を踏まえ、地方が求めるものについ
て適切な移管時期などを関係自治体と十分に協議した上で、必要な財源等と
ともに、早期に、都道府県・指定都市へ移管すること。 

（５）「国と地方の協議の場」について 
法制化される「国と地方の協議の場」における協議については、地方側の

意見を踏まえた国の検討期間を十分に確保するなど、真に実効性のあるもの
とし、決定直前に議題を提出するなどの形式的な運用は断じて行わないこと。 
なお、協議結果については真摯に受け止め、適切に政策に反映させること。 
また、地方側の代表者の数を増やすとともに、指定都市の代表者も加えて

開催すること。 

（６）「地域主権戦略大綱（仮称）」の策定 
真の地方分権改革を実現するため、「地域主権戦略大綱（仮称）」の策定に

当たっては、地方との協議を事前に十分行い、地方の意見を反映させること。 

（７）地方自治法の抜本改正 
現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体の組織・運

営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を統制する仕組みとなっ
ていることから、地方自治体の裁量権を広範に保障するため、地方の意見を
十分に踏まえ、例えば、「地方自治基本法（仮称）」の制定など、早急に地方
自治法を抜本改正すること。 

Ⅱ 分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築 

国と地方の役割分担に応じた税財政制度を確立するため、次の改革を一体的
かつ強力に推進すること。 
その際には、我が国最大の大都市圏である九都県市の行財政需要を的確に反

映するなど、それぞれの地域の特性を十分に考慮すること。 

（１）税源移譲 
① 地方が担うべき事務と責任に見合った地方税源の充実強化を図るため、
国と地方の税体系を抜本的に見直し、必要な地方への税源移譲を確実に進
めること。 

② 国と地方の税体系を抜本的に見直す際には、地方消費税について、税率
の引上げを含めた積極的な拡充を図るなど、税源の地域偏在性が少なく、
安定的な税収を確保できる地方税体系を構築すること。 

（２）地方交付税制度改革 
① 地方の行財政需要を的確に把握した上で、地方の安定的財政運営に必要
な交付税総額を確保すること。 
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② 地方交付税は、地方固有の共有財源であることを明確化し、国による義
務付けや政策誘導を排除すること。 

③ 地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率の引上げ等によって対応す
ることとし、臨時財政対策債は廃止すること。 

（３）国庫補助負担金改革 
① 国庫補助負担金改革については、個々の補助負担金の目的や意義を十分

に踏まえた上で、地方への税源移譲を中心とした抜本的改革を進めること
とし、補助負担率の引下げや、裁量性を欠いた単なる交付金化は、断じて
行わないこと。 

② その上で「一括交付金」を導入する場合には、税源移譲までの経過措置
とし、交付に当たっては、各団体において、それぞれが担うべき事業の必
要額が確保できるようにすること。 

③ 地方自治体間の財政調整は、地方交付税により行うべきであり、一括交
付金による財政力格差の是正は行わないこと。 

（４）自動車関連諸税の見直し 
① 自動車関連諸税は、地方自治体の都市基盤整備などの貴重な財源となっ

ていることから、現在の税率水準を引き続き維持し、地方の財源を確実に
担保すること。 
見直しを行う場合は、国の責任において全ての自治体を対象として、別

途税源移譲など地方税の拡充で確実に財源措置すること。 
また、原油価格の異常な高騰が続いた場合の課税停止による地方の減収

分については、国の責任において地方に対し、確実な補填措置を行うこと。 
② 「地球温暖化対策のための税」及び「地方環境税」の検討に当たっては、
地方自治体が地球温暖化対策に果たす責任と役割や、自動車関連諸税の見
直しが行われた場合の地方財政への影響等を踏まえ、地方の意見を聞きな
がら、地方税を主体とした制度設計を行うこと。 

（５）国直轄事業負担金の見直し 
① 国直轄事業負担金の見直しにあたっては、国と地方の役割分担を明確に

したうえで、国が行うべき事業は、国が全額費用負担し、地方が行うべき
事業は、権限と必要な財源を地方に移譲すること。 

② 維持管理費の地方負担については、平成 22 年度から原則廃止するとされ
たものの、経過措置として、維持管理のうち、特定の事業については、地
方負担が存在していることから、平成 23 年度に確実に全廃すること。 

③ 国直轄事業の実施や変更に当たっては、法制化される「国と地方の協議
の場」等を通じて、確実に国直轄事業負担金を負担する都道府県及び指定
都市の意見を反映すること。 
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（６）地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の即時撤廃 
① 不合理な暫定措置である地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は直ち
に撤廃し、国税化された法人事業税を地方税として復元すること。 

② 地域間の税収格差の是正は、地方分権を踏まえた国・地方の税体系の実
現や、行財政需要を的確に反映させる地方交付税制度の構築など、地方税
財政制度を抜本的に改革する中で行うこと。 

 

平成 22 年 5 月 日 
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 様 
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